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別紙１ 

仕 様 書 

 

 

１ 事業概要 

   福井県立大学（以下「本学」という）の学生をシンガポールに派遣し、語学学校において

英語研修に参加させる。 

 

２ 事業スケジュール 

時 期 内 容 

１月～２月 事前説明会（２回） 

２月２６日（日）～３月４日（土） 現地派遣 

現地派遣研修終了後～３月３１日（金） 報告書提出 

 

３ 仕様詳細 

（１）参加人数 

    本学学生２１名 

    

（２）事前説明会 

    現地派遣前に本学において事前説明会を２回行い、語学学校等の概要や、旅行の準備、

安全対策等についての説明を行うこと。 

    開催日時、内容については本学と協議を行うこと。 

 

（３）現地派遣 

  ア 行程 

日 程 内 容 

２月２６日（日） 関西国際空港集合・発 

２月２７日（月） チャンギ国際空港着、研修先へ移動（バス送迎） 

２月２８日（火） 語学学校等にて英語研修（午前） 

３月１日（水） 語学学校等にて英語研修（午前、午後） 

３月２日（木） 自由行動 

３月３日（金） 語学学校等にて英語研修（午前）、空港へ移動（バス送迎） 

３月４日（土） チャンギ国際空港発、関西国際空港着・解散 

    ※課外プログラムも含め、ビザ不要なスケジュールとすること。 

  

  イ 語学学校等について 

     シンガポール共和国内の、次の要件を満たす語学学校等（専門学校英語コースを含む。）

契約後すみやかに、詳細な資料を本学に提出して承認を得ること。 

     ・ 入札に参加する者（支店として入札に参加する場合、他の本支店等も含む。）が、

平成２４年４月１日以降に、国内の高等教育機関から委託を受けて、学生を派遣し

た実績がある語学学校等であること。 

     ・ シンガポール共和国が求める新型コロナウイルス感染症対策を適切に実施してい

る語学学校等であること。 

     

  ウ 英語研修について 

     ２月２８日（火）に３時間程度、３月１日（水）に６時間程度、３月３日（金）に３

時間程度の英語研修に参加させること。 
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  エ 宿泊施設について 

     宿泊施設は、語学学校等の寮またはホテルとすること。（語学学校まで徒歩で通えない

場合は、バス等による送迎を行うこと。） 

 

  オ 食事の提供について 

     ２月２８日（火）から３月３日（金）まで、朝食を提供すること。 

   

  カ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策について 

     シンガポール共和国への入国、日本国への帰国にあたって必要となる、新型コロナウ

イルス感染症に関する水際対策に対応するよう、必要な手続きをサポートすること。 

 

  キ 添乗員の配置について 

     添乗員を配置して、現地でのバス送迎、語学研修に関する手続き補助、宿泊に関する

手続き補助、新型コロナウイルス感染症対策などのサポートを行うこと。 

     また、参加者の体調不良やトラブル遭遇に対応できる体制を整えること。 

 

（４）報告書の提出について 

    事業完了後は、次の内容を含んだ成果報告書を本学に提出すること。 

     ・事前研修の概要 

・安全対策の措置および結果 

・語学研修の出席状況、講評等 

 

（５）安全対策および危機管理対応について 

    研修の催行は受託者の責任で安全かつ適正に実施すること。 

    シンガポールおよび語学学校の新型コロナウイルス感染症対策を確認し、本学に情報提

供すること。 

    参加者が病気や事故、災害等に遭った場合（遭うおそれがある場合）は、添乗員および

受託者の現地支店にて迅速に安全対策、危機管理対応策を講じるとともに、すみやかに本

学に報告を行うこと。特に、参加者が新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場

合、また、感染した場合の支援体制を整えること。 

    参加者が加入予定の海外旅行保険（公益財団法人日本国際教育支援協会による学研災付

帯海外留学保険「付帯海学」）について、補償内容等を把握すること。 

    

（６）変更契約について 

  ア ３（１）の参加人数が増減した場合や行程を変更する場合は、入札時の項目ごとの単価

に応じて変更契約を行う。 

  イ アを除き、原則、変更契約は行わない。 

 

（７）事業の中止について 

    事業の安全かつ円滑な実施が危ぶまれる場合は、本学の判断により事業を中止すること

がある。  

 

 

    以上 


